
 
 東広島市監査公表第７号 
 
 
  地方自治法第１９９条第２項の規定に基づき、令和６年度行政監査を実施し、同条第９項の

規定により、監査の結果に関する報告を決定したので公表する。 
 
  令和７年３月２６日 
 
 

東広島市監査委員  天 神 山  勝 浩 
同         五 丁 和 夫 
同         坂 元 百合子 

 
 
 



 

 

令和６年度 
 

行政監査結果報告書 

 

東広島市監査委員 

  



 

 

目 次 

 
令和６年度東広島市行政監査結果報告 
第１ 監査の概要  ················································································································  1 
第２ 監査の期間  ················································································································  1 
第３ 監査の着眼点  ············································································································  2 
第４ 監査の実施内容 ·········································································································  2 
 
第５ 監査対象の概要 ·········································································································  3 

１ 外国⼈市⺠の状況  ·····································································································  3 
２ コミュニケーションコーナーの運営  ·······································································  5 
３ 情報提供の体制  ·········································································································  6 
 

第６ 監査の結果  ··············································································································  10 
１ 多言語化業務の状況  ·······························································································  10 
２ 窓口等における対応状況  ························································································  18 
３ 施設における多言語対応の状況  ············································································  21 
 

第 7 総括  ··························································································································  24 
１ やさしい日本語の活用について  ············································································  24 
２ 情報提供時の工夫について  ····················································································  24 
３ 情報の配布及び周知について  ················································································  24 
４ 外国⼈市⺠等の要望の把握について  ·····································································  25 
５ 多言語表記によるサインの整備状況について  ······················································  25 
６ むすび ······················································································································  25 
 

資料 

情報提供一覧  ··············································································································  26 

 

（注） 

１ 比率（％）は、原則として小数点第１位の値まで表示し、単位未満の値を四捨五入した。 
２ 割合の合計が 100.0％となるよう、内訳の比率を調整したものがある。 
３ 回答が 2 つ以上ありうる複数回答は、表の合計欄を記載していない。 
 



令和６年度行政監査結果報告 

第１ 監査の概要 

１ 監査のテーマ 

「外国人への情報提供について」 

 

２ 監査の目的 

本市には、令和 6 年（2024 年）12 月末時点で 9,459 人の外国人市民が居住しており、総人

口に占める外国人の割合は 5.0%と、県内で最も高い状況にある。 

外国人市民の増加や多国籍化が進む中、様々な行政情報を発信する市においては、多言語化

の推進、やさしい日本語の活用、多様な媒体による情報提供の充実が求められる。また、行政

窓口で円滑な意思疎通を図るための環境整備も重要となる。 

こうした状況を踏まえ、外国人に対する情報提供の実態を把握するとともに、それらが適切

かつ効果的に行われているかを検証することで、市民サービスの向上に資することを目的とし

て監査を実施した。 

 

３ 監査の対象 

（１）対象部局等 

全部局等 

 

（２）対象事業 

令和 5 年度及び令和 6 年度における外国人への情報提供に関する事業 

 

第２ 監査の期間 

令和 6 年（2024 年）11 月１日から令和 7 年（2025 年）３月 19 日まで 
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第３ 監査の着眼点 

１ 多言語化業務の状況 

・やさしい日本語は活用されているか。 

・情報提供時に工夫はされているか。 

・情報の配布及び周知は効果的に行われているか。 

 

２ 窓口等における対応状況 

・外国人市民等の要望を把握しているか。 

    

３ 施設における多言語対応の状況 

・多言語表記による施設サインは整備されているか。 

・ピクトグラムは活用されているか。 

 

第４ 監査の実施内容 

１ 事前調査 

（１）全部局等を対象にアンケート調査を実施し、外国人への情報提供に関する事業の状況を

把握するとともに、多言語（やさしい日本語を含む。）で情報を提供した所属に対しては、

調査票及び関係書類の提出を求め、その内容を確認した。 

 

（２）主な施設を所管する所属を対象に調査票の提出を求め、施設における多言語対応の状況

を確認した。 

 

２ 実地調査 

事前調査の結果を基に、実地調査及び関係職員からの事情聴取を行った。 

※小・中学校及び保育所については、事前調査を省略した。 
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第５ 監査対象の概要 

１ 外国人市民の状況 

（１）外国人市民数の推移 

令和 6 年（2024 年）12 月末時点の外国人市民数は 9,459 人で、総人口 190,911 人に占める

割合は、5.0%となっている。 

外国人市民の人数及び割合は、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に減少したも

のの、増加傾向にある。 

 

表 1 外国人市民数の推移（各年 12 月末時点） 

 

                           

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

※市民生活課提供データにより作成 
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（２）国籍別の内訳 

国籍別の外国人市民数をみると、「中国」が 3,292 人（34.8%）と最も多い。次いで「ベトナ

ム」が 1,862 人（19.7%）、「インドネシア」が 611 人（6.5%）、「フィリピン」が 582 人（6.1%）

となっている。 

 

表 2 国籍別外国人市民数（令和 6 年（2024 年）12 月末時点） 

 

（単位：人、%） 

国籍 人数 割合 

中国 3,292 34.8 

ベトナム 1,862 19.7 

インドネシア 611 6.5 

フィリピン 582 6.1 

ネパール 450 4.8 

その他 2,662 28.1 

合計 9,459 100.0 

 

                             ※市民生活課提供データにより作成 

 

（３）在留資格別の内訳 

在留資格別の外国人市民数をみると、「永住者」が 2,228 人（23.6%）と最も多い。次いで「留

学」が 2,145 人（22.7%）、「技能実習」が 1,824 人（19.3%）、「家族滞在」が 705 人（7.4%）

となっている。 

 

表 3 在留資格別外国人市民数（令和 6 年（2024 年）12 月末時点） 

 
（単位：人、%） 

在留資格 人数 割合 

永住者 2,228 23.6 

留学 2,145 22.7 

技能実習 1,824 19.3 

家族滞在 705 7.4 

特定技能 625 6.6 

その他 1,932 20.4 

合計 9,459 100.0 

 

                           ※市民生活課提供データにより作成 
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２ コミュニケーションコーナーの運営 

（１）概要 

コミュニケーションコーナーは、市民文化センター（サンスクエア東広島内）に開設された

多言語相談窓口である。市教育文化振興事業団が市から運営を受託し、多言語による生活相談

に応じるほか、各種情報を発信している。 

 

【開設日】 

毎日（年末年始等を除く） 

【開設時間】 

８：３０～２０:００  

相談業務は９:００～１７:００の間で、 

言語により対応できる曜日、時間が異なる。 

 

 

（２）事業内容 

コミュニケーションコーナーにおける主な事業内容は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

（３）外国人に向けた情報発信 

広報東広島から抜粋した内容を登録者にメールで配信するほか、外国人に向けた生活関連情

報やイベント情報をホームページ、SNS で発信している。令和 5 年度における情報発信の実績

は、次のとおりである。 

 

 

 
  

 

※1 WeChat：中国人の利用が多い SNS アプリ 

事業内容 

多言語による相談窓口の設置 

（英語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語） 

多言語による無料法律相談 

インターネットパソコンの利用 

外国語書籍の閲覧・貸出 

日本語教室、国際交流ボランティアの受付 

情報発信の実績（令和 5 年度） 

多言語広報メール配信 16 件 

Facebook 59 件 

LINE、WeChat※1 週 1 回 
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３ 情報提供の体制 

（１）行政情報の多言語化 

ア 多言語化の検討から情報提供までの流れ 

多言語化を検討し翻訳を実施する際は、生活環境部市民生活課に依頼を行う。（各所属で翻

訳に対応する場合を除く。）対象となる言語は、英語、中国語、ベトナム語、ネパール語、ア

ラビア語、インドネシア語で、やさしい日本語への変換にも対応している。 

作成した情報は、紙媒体による配布や Web 媒体への掲載など、外国人市民に情報が届くよ

う周知を行う。 

 

各所属               市民生活課 

【情報の作成】 

 

 

                    

 

 

 

 

 

【情報提供】情報の配布及び周知 

 

 

 

 

 

 

イ 市公式ホームページにおける情報提供 

作成した情報を市の公式ホームページで周知する場合は、所属のページや多言語ホームペー

ジに掲載を行う。多言語ホームページは、市民生活課が各所属と連携し作成しているもので、 

外国人のための生活情報が掲載されている。 

 また、市の公式ホームページには、英語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、韓国語に対

応した自動翻訳機能が導入されている。 

   

多言語化の検討 

・使用言語 

・デザイン、レイアウト 

・使用する媒体    等の決定 

翻訳 

・翻訳原稿の確認 

・翻訳者との日程調整 

・翻訳者へ依頼 

 

翻訳依頼 

納品 

・窓口で配布 

・関係機関に配布 

・個人へ通知 

・所属のホームページに掲載 等 

多言語ホームページ（ひがしひろ

しましのくらし）に掲載 
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■市公式ホームページ（トップページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■市公式ホームページ（Foreign Language） 

 

  

⇒多言語ホームページ 

⇒自動翻訳機能 
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（２）やさしい日本語の活用 

ア やさしい日本語による情報提供 

「やさしい日本語」とは、普段使われている日本語を外国人にも分かるように配慮した簡単

な日本語のことである。「やさしい」には「易しい」と「優しい」の 2 つの意味が含まれてお

り、外国人だけではなく、高齢者や子どもに対しても伝わりやすい言葉として、自治体を中心

に普及が進んでいる。 

多国籍化が進む中、出身国を問わず使用できる「やさしい日本語」は、より多くの外国人に

情報を伝える手段として、有効である。 

 

【やさしい日本語による情報提供の例】 

 

■多言語ホームページ（やさしいにほんご）      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 庁内における研修の実施状況 

「やさしい日本語」を学び、行政サービスの向上につなげることを目的として、庁内の職員

を対象とした「やさしい日本語」研修が実施されている。令和 5 年度においては、外国人市民

の対応が多い所属の職員のほか、幹部職員を対象に研修が開催された。 

 

■外国につながるこどもと保護者の

ための東広島市立小学校・中学校ガ

イドブック（やさしいにほんご版） 
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（３）窓口におけるコミュニケーションの手段 

ア 自動翻訳ツール  

庁用電話として、スマートフォンが個人配備されており（一部所属を除く。）、スマートフォ

ンの翻訳アプリを使用した多言語対応が可能である。 

外国人対応が多い所属に対しては、市民生活課からタブレット端末が配布されている。 

 

イ 電話通訳支援サービス 

出入国在留管理庁の通訳支援事業により、20 言語に対応した電話通訳支援サービスを利用

できる。 

 

ウ 窓口通訳 

市民生活課に在籍する行政国際化推進員が英語と中国語による窓口通訳に従事し、市役所内

（本館、北館）の行政手続に関する通訳を行っている。 

 

（４）その他の多言語対応 

ア 通訳者の派遣等 

日本語での意思疎通が困難な場合、こども家庭課では、赤ちゃん訪問に通訳者が同行するほ

か、乳幼児健診や妊娠期の教室に通訳者を配置している。 

指導課では、就学及び編入学に際しての面接時や個別懇談時等に、学校へ通訳者を派遣して

いる。 

 

イ 119 番通報時等における電話通訳体制 

指令課では、119 番通報時等に多言語で対応するため、民間通訳業者による電話同時通訳サ

ービスを導入している。英語、中国語、ポルトガル語、韓国語、スペイン語を基本とする 32

言語に対応している。 
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第６ 監査の結果 

全部局等を対象としたアンケートを実施し、外国人を対象とした情報提供の有無、窓口等で

の対応状況について、確認した。 

調査内容 

実施期間： 

調査方法：  

令和 6 年（2024 年）11 月 13 日（水）～11 月 29 日（金） 

94 所属に対し、「外国人への情報提供に関する全体調査」としてアンケートの回

答を依頼した。調査は１所属につき１回答とし、全所属から回答を得た。 

 

１ 多言語化業務の状況 

アンケートの中で、「令和 5 年度及び令和 6 年度に多言語（やさしい日本語を含む。）で情報

提供した」と回答があったのは、21 所属であった。これらの所属から調査票や関係書類の提

出を求め、91 事業について、状況を確認した。  

なお、調査の対象は、紙媒体及び Web 媒体を使用した情報提供事業とした。 

91 事業の概要は、巻末資料のとおりである。 

 

（１）部局別の情報提供の状況 

情報提供の状況を部局別にみると、「学校教育部」が 19 事業（20.8%）と最も多く、次いで

「生活環境部」が 16 事業（17.6%）、「総務部」が 15 事業（16.5%）であった。 

 

  表 4 部局別の情報提供の状況 
         ｎ=91（単位：件、%） 

部局 事業数 割合

 総務部 15 16.5

 財務部 9 9.9

 生活環境部 16 17.6

 健康福祉部 7 7.7

 こども未来部 7 7.7

 産業部 4 4.4

 都市部 5 5.5

 消防局 1 1.1

 学校教育部 19 20.8

 生涯学習部 8 8.8

 合計 91 100.0
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（２）情報提供の内容 

情報提供の内容を分野別にみると、「出産・子育て・教育」が 26 事業（28.5%）と最も多く、

次いで「くらし（住まい、ごみ、地域活動等）」が 18 事業（19.8%）、「医療・保健・福祉」が

15 事業（16.5%）であった。「その他」の内訳は、市制施行 50 周年に当たり作成された動画 4

事業と「東広島イノベーションラボ ミライノ＋」の施設紹介である。 

 
表 5 情報提供の内容  

                 ｎ=91（単位：件、%） 

情報提供の内容 事業数 割合

 出産・子育て・教育 26 28.5

 くらし(住まい、ごみ、地域活動等) 18 19.8

 医療・保健・福祉 15 16.5

 税金 9 9.9

 観光・イベント 8 8.8

 防災・救急 5 5.5

 戸籍・住民票・マイナンバー等 4 4.4

 文化・スポーツ 1 1.1

 その他 5 5.5

 合計 91 100.0  
 

（３）使用言語 

情報提供に使用した言語は、「英語」が 91 事業（100.0%）と最も多く、次いで「中国語」

が 64 事業（70.3%）、「ベトナム語」が 28 事業（30.8%）であった。全事業において、英語に

よる情報提供が行われていた。 
 
表 6 使用言語 【複数回答可】 
                ｎ=91（単位：件、%） 

使用言語 事業数 割合

 英語 91 100.0

 中国語 64 70.3

 ベトナム語 28 30.8

 ポルトガル語 26 28.6

 やさしい日本語 10 11.0

 韓国語 7 7.7

 スペイン語 6 6.6

 インドネシア語 5 5.5

 タガログ語 3 3.3

 アラビア語 2 2.2

 ネパール語 2 2.2

 タイ語 2 2.2

 フランス語 1 1.1  
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（４）使用言語数 

情報提供に使用した言語数は、「1 言語」が 26 事業（28.5%）と最も多く、次いで「2 言語」

が 24 事業（26.4%）、「3 言語」が 20 事業（22.0%）であった。使用言語の内訳（1 言語～3 言

語）は、表 7-2 のとおりである。 

 

表 7-1 使用言語数  

ｎ=91（単位：件、%） 

 

使用言語数 事業数 割合

 1言語 26 28.5

 2言語 24 26.4

 3言語 20 22.0

 4言語 11 12.1

 5言語 2 2.2

 6言語以上 8 8.8

 合計 91 100.0  
  
表 7-2 使用言語の内訳（1 言語～3 言語） 

                    （単位：件）

言語数 言語の内訳 事業数

1言語  英語 26

 英語、中国語 23

 英語、やさしい日本語 1

 英語、中国語、ポルトガル語 10

 英語、中国語、ベトナム語 9

 英語、中国語、やさしい日本語 1

2言語

3言語

 

 

（５）使用言語の主な選択理由 

使用言語の主な選択理由は、「外国人市民のニーズに対応」が 64 事業（70.3%）、「国籍別外

国人市民数に対応」が 19 事業（20.9.%）、「市の魅力を多くの人に伝えるため」が 8 事業（8.8%）

であった。「市の魅力を多くの人に伝えるため」は、広報戦略監が作成した市の PR 等に関す

る動画であった。 

 

表 8 使用言語の主な選択理由 

ｎ=91（単位：件、%） 

選択理由 事業数 割合

 外国人市民のニーズに対応 64 70.3

 国籍別外国人市民数に対応 19 20.9

 市の魅力を多くの人に伝えるため 8 8.8

 合計 91 100.0  
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（６）日本語併記の状況 

情報提供に当たり、日本語を併記したか尋ねたところ、「併記した」が 20 事業（22.0%）、「併

記していない」が 71 事業（78.０%）であった。 

 

表 9 日本語併記の状況 

ｎ=91（単位：件、%） 

日本語併記の状況 事業数 割合

 併記した 20 22.0

 併記していない 71 78.0

 合計 91 100.0  

 

（７）情報提供に使用した媒体 

情報提供に使用した媒体は、チラシ、リーフレット、通知等の「紙媒体（印刷物）」が 71 事

業（78.0%）、市公式ホームページ等の「Web 媒体」が 35 事業（38.5%）であった。 

Web 媒体を使用した情報提供は、「市公式ホームページ」が 22 事業（62.9%）と最も多く、

次いで「YouTube」が 8 事業（22.9%）、「市民ポータルサイト」と「カタログポケット」が 2

事業（5.7%）であった。「市民ポータルサイト」の内訳は、防災情報の配信（英語、中国語、

ベトナム語、ポルトガル語、日本語、やさしい日本語の中から配信を希望する言語を登録時に

選択）と自動翻訳機能（英語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語への翻訳）である。 

 

表 10-1 使用した媒体の内訳 【複数回答可】 

ｎ=91（単位：件、%） 

 

媒体の内訳 事業数 割合

 紙媒体(印刷物) 71 78.0

 Web媒体 35 38.5  
  

表 10-2 Web 媒体の内訳 【複数回答可】 

ｎ=35（単位：件、%） 

Web媒体の内訳 事業数 割合

 市公式ホームページ※2 22 62.9

 YouTube 8 22.9

 市民ポータルサイト※3 2 5.7

 カタログポケット※4 2 5.7

 Instagram 1 2.9

 防災メール※5 1 2.9  

※2 市公式ホームページのうち、多言語ホームページに掲載した情報は、全体を 1 件として集計した。 

※3 市民ポータルサイト：市からのお知らせが電子メールや LINE により配信されるサービス。 

 ※4 カタログポケット：広報紙等をスマートフォンやパソコンから閲覧できるサービス。 

 ※5 防災メール：地震情報や気象情報等が配信されるサービス。  
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（８）印刷物の配布先 

印刷物の配布先は、「所属の窓口で使用・配布」が 43 事業（60.6%）と最も多く、次いで「市

有施設に配布」が 27 事業（38.0%）、「個人に郵送」が 20 事業（28.2%）であった。印刷物は

所属のほか、関係機関や外国人が訪れる場所にも配布されていた。 

 

表 11 印刷物の配布先 【複数回答可】 

ｎ=71（単位：件、%） 

印刷物の配布先 事業数 割合

 所属の窓口で使用・配布 43 60.6

 市有施設に配布※６ 27 38.0

 個人に郵送 20 28.2

 他所属に配布 10 14.1

 その他 10 14.1   

 ※6 市有施設に配布は、いきいきこどもクラブや学校を通じて、保護者に配布するものを含む。 
 

【その他の回答例】 

〇口座振替推進リーフレット 

 金融機関 

〇家庭ごみ収集日程表のほか、ごみに関する情報 

 自治会等の団体、不動産会社、アパート・マンションの管理者 

〇安芸の國 酒の都 東広島（観光パンフレット） 

 ひろしま国際プラザやホテルほか、外国人が多く訪れる施設 

 

（９）翻訳方法 

翻訳方法は、「市民生活課に依頼」が 63 事業（69.2%）、映像制作者等の「外部に依頼」が

15 事業（16.5%）、「所属の職員が翻訳」が 8 事業（8.8%）、「機械翻訳」が 5 事業（5.5%）で

あった。英語ができる職員が在席している場合等において、所属での翻訳が行われていた。 

 

表 12 翻訳方法 

ｎ=91（単位：件、%） 

 

翻訳方法 事業数 割合

 市民生活課に依頼 63 69.2

 外部に依頼 15 16.5

 所属の職員が翻訳 8 8.8

 機械翻訳※7 5 5.5

 合計 91 100.0  

※7 機械翻訳は、自動翻訳システム上での情報提供を含む。  
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（１０）情報提供を行った主な理由 

情報提供を行った主な理由は、「外国人市民の増加」が 29 事業（31.9%）で最も多く、次い

で「制度の周知」が 27 事業（29.6%）、「窓口や市有施設で必要とするため」が 20 事業（22.0%）

であった。 

 

表 13 情報提供を行った主な理由 

ｎ=91（単位：件、%） 

情報提供を行った理由 事業数 割合

 外国人市民の増加 29 31.9

 制度の周知 27 29.6

 窓口や市有施設で必要とするため 20 22.0

 市の魅力を多くの人に伝えるため 8 8.8

 イベント、観光情報等の周知 7 7.7

 合計 91 100.0  

 

（１１）情報提供時に工夫している事例 

情報提供時に工夫している事例は、次のとおりである。 

 

ア 封筒の多言語補助表記 

市からのお知らせであることが分かるよう、多言語補助表記による封筒を作成していた所属

が複数あった。 

市から発送する通知等について、日本語が分からないことを理由に放置されるケースが頻繁

に生じていたことから、多言語ホームページ内でも、「市役所から届く主な郵便物一覧」のペ

ージを設け、周知をしている。 
 

■納税通知書用封筒 
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イ 視覚的に分かりやすいイラストを活用 

日本語版にはないイラストを追加することで、注意を促している。イラストを使用し、読み

手が理解しやすい工夫をすることで、文字だけの情報より内容が伝わりやすくなる。 

 

■ごみの出し方（事業系ごみ指定袋を使用する方への案内） 

【日本語版】 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                「使用してはいけないごみ袋」のイラストを追加 

 
【中国語版】 
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ウ 日本語併記、二次元コードの活用 

外国語表記のみの場合、窓口で対応する職員が何について記載されたものか即座に理解でき

ないことがある。日本語を併記することで、説明する職員にも分かりやすい情報となる。 

  二次元コードを掲載し、関連情報にアクセスできるよう配慮している。 

 

 

■元気すこやか健診の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１２）情報提供時に苦慮している事例及び課題 

情報提供時に苦慮している事例及び課題については、次のとおりである。 

【主な回答】 

〇英語以外の言語の選択に苦慮している。 

〇多言語化に対応していない言語話者への情報提供は、ブラウザの翻訳機能等に頼らざるを得

ないため、情報が正確に伝わっているか確認が困難である。 

〇全ての通知物を翻訳対応できない。 

〇英語以外の言語を母語とされている方に対する情報提供が難しい。 

〇自宅に通知を送付しても、封筒を開封しない方が多い。 

〇電話番号を取得せず、連絡手段が SNS やメールのみの方がいる。 
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２ 窓口等における対応状況 

94 所属に対し、窓口等における対応状況について確認した結果は、次のとおりである。 

 

（１）外国人対応の有無について 

窓口や電話で外国人対応をしたことがあるか尋ねたところ、「ある」が 55 所属（58.5%）、「な

い」が 39 所属（41.5%）であった。 

 

表 14 外国人対応の有無 
ｎ=94（単位：所属、%） 

 

外国人対応の有無 回答数 割合

 ある 55 58.5

 ない 39 41.5

 合計 94 100.0  
 

（２）コミュニケーションツールの利用状況について 

前問で「ある」と回答した所属にコミュニケーションツールの利用状況について、確認した。

「自動翻訳ツール」の利用が 30 所属(54.5%)、「電話通訳支援サービス」の利用が 17 所属

（30.9%）、「窓口通訳」の利用が 11 所属（20.0%）であった。 

また、「利用したことはない」と回答したのは 21 所属（38.2%）であり、「相手が日本語を

話すことができた」「英語で対応した」「通訳者が同行していた」「相手方が翻訳ツールを持参

していた」との回答であった。 

 

表 15 コミュニケーションツールの利用状況 【複数回答可】 
ｎ=55（単位：所属、%） 

 

コミュニケーションツールの利用状況 回答数 割合

 自動翻訳ツール 30 54.5

 電話通訳支援サービス 17 30.9

 窓口通訳 11 20.0

 利用したことはない 21 38.2  
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（３）窓口等での対応時に工夫している事例 

窓口等での対応時に工夫している事例については、次のとおりである。 

【主な回答】 

〇スマートフォンの翻訳アプリや Google レンズの翻訳機能を活用し、多言語対応していない

資料でも一定程度理解いただけるよう努めている。 

〇話し掛ける時にまず、「日本語、大丈夫ですか？」と声を掛ける。翻訳機を使用する際には、

やさしい日本語を使用し、短い文章で話す。 

〇英語で対応する時は相手が理解されているか確認しながら説明し、日本語で対応する時は 

やさしい日本語で簡潔に伝えている。 

〇いきいきこどもクラブで簡易なコミュケーションカード等を使用し、意思疎通を図ってい

る。 

 

（４）窓口等での対応時に苦慮している事例及び課題 

窓口等での対応時に苦慮している事例及び課題については、次のとおりである。 

【主な回答】 

〇細かい表現を伝えることが難しく、意図が正しく伝わらない場合がある。 

〇専門用語が上手く伝わらないことがある。 

〇資料の翻訳に対応していない言語話者が来庁した際に、口頭での説明にとどまってしまう。

また、何語を話しているかの判断材料が国籍しかないため、適切に資料を選択できない可能

性がある。 

〇翻訳ツールを利用しても言語によっては上手く翻訳されないことがあり、意思疎通ができな

い場合がある。 

〇タブレットの翻訳機能は直接的なコミュニケーションではないため、救急搬送時に相手方を

落ち着かせることには不向きである。 

〇英語以外の言語で三者間通訳（電話通訳）を使用する場合、対応に時間がかかる場合がある。 

〇子どもに関する手続が複数の窓口にまたがるため、困難を感じる外国人の方が多いと思われ

る。 

〇転入時等に一度に手続すべきことが多く、窓口で説明しても忘れられることがある。 

〇医療相談、生活支援等の専門的な内容に関し、庁内通訳の対応には限界がある。 

〇多言語に対応していない他の行政機関につなげることが難しい。 

 
工夫している事例では、「やさしい日本語を使用する」「短い文章で簡潔に説明する」等の回

答が複数あった。 

窓口において、利用できるコミュケーションツールは以前に比べ増えているものの、苦慮し

ている事例及び課題については、多くの所属から回答があった。 
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（５）要望の把握について 

外国人市民等の要望を把握しているか尋ねたところ、「把握している」が 7 所属（7.4%）、「把

握していない」が 87 所属（92.6%）であった。 

 

表 16 外国人市民等の要望の把握 
ｎ=94（単位：所属、%） 

要望の把握 回答数 割合

 把握している 7 7.4

 把握していない 87 92.6

 合計 94 100.0  
 

（６）要望の把握方法について 

  前問で「把握している」と回答した所属に要望の把握方法について確認した。確認した 

結果は、次のとおりである。 

把握方法 所属

 窓口等で要望を受けた 国保年金課、市民生活課、市民課、廃棄物対策課、保育課

 乳幼児健診や訪問時の聞取り こども家庭課

 アンケートの実施 市民生活課、指導課  
 

アンケートで外国人市民等の意見を聞く場を設けていたのは、市民生活課と指導課の 2 所属

であった。市民生活課は国際化推進プラン策定時のアンケート、指導課は日本語初期指導教室

におけるアンケートや聞取りにより要望を把握していた。 

  要望の主な内容は、「郵送物の多言語化」「窓口での円滑な対応」「医療機関の受診」等に関

することであった。                                              
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３ 施設における多言語対応の状況 

施設におけるサイン表示、ピクトグラム※8 の活用状況、その他の多言語対応の状況について、

確認した。 

調査内容 

実施期間：令和６年（2024 年）11 月 13 日（水）～12 月 25 日（水） 

調査方法：ア～カの施設所管課に対し調査票の提出を求め、５施設を対象に現地調査を行った。

キ（小・中学校）及びク（保育所）は、現地における聞取り調査を実施した。 

      キの対象校：西条小学校、三ツ城小学校、川上小学校、西条中学校       

クの対象保育所：西条東保育所 

※8 ピクトグラム：案内用図記号。視覚的な図による表現で情報の伝達を直観的に行うことができる。 

 

（１）多言語対応の概要 

各施設における多言語対応に係る取組は、次のとおりである。 

ア 休日診療所 

〇ピクトグラムの使用 

〇問診票：英語 

〇翻訳アプリを入れた端末の配備 

〇指さしコミュニケーションボードの使用：英語、中国語併記  

イ 道の駅西条のん太の酒蔵 

〇施設サイン 

  誘導サイン：英語併記 

  案内表示板：英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語併記 

〇ピクトグラムの使用 

ウ 東広島運動公園 

〇施設サイン：英語併記 

〇ピクトグラムの使用 

エ 中央図書館 

〇施設サイン：英語併記 

〇ピクトグラムの使用 

〇ホームページに英語の利用案内を掲載 

〇利用案内の多言語化：英語、中国語、ベトナム語 

〇外国語書籍の蔵書化 

オ 東広島芸術文化ホール 

〇施設サイン：英語併記 

〇ピクトグラムの使用 
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カ 東広島市立美術館 

〇施設サイン：英語併記 

〇ピクトグラムの使用 

〇施設紹介リーフレット、ミュージアムカレンダー：英語併記 

〇展示室内での翻訳アプリ使用許可 

キ 小・中学校 

〇ピクトグラムの使用 

〇翻訳機の使用 

〇学校で翻訳した文書を配布 

ク 保育所 

〇翻訳機の使用 

〇英語に翻訳した文書やルビを振った文書を配布 

 

（２）施設サイン、ピクトグラムの活用事例  

  

【案内サイン】                 

■道の駅西条のん太の酒蔵         

英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語併記、ピクトグラム使用  
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【誘導サイン】                 【禁止や注意に関する事項を掲示】 

■道の駅西条のん太の酒蔵             ■東広島市立美術館 

   英語併記、ピクトグラム使用            英語併記、ピクトグラム使用 

 

 

 

 

 

  

  ■東広島運動公園 

   英語併記、ピクトグラム使用 

 

 

 

 

外国人の来訪頻度に差はあるものの、各施設において、多言語対応に係る取組がなされていた。

施設サインにおいては、多言語表記と併せてピクトグラムを使用している事例などが確認できた

一方で、多言語表記に係るサインを備えていない事例も確認された。 

小・中学校及び保育所では、翻訳機の使用や翻訳した文書の配布を行っているが、「保護者に

対し、情報が正確に伝わらないことがある」と、情報伝達時における課題が挙げられた。 
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第７ 総括 

着眼点に基づき監査を実施した結果、外国人に対する情報提供についての現状及び課題等は、

次のとおりである。 

１ やさしい日本語の活用について 

今回の調査結果によると、情報提供の際に使用した言語は、英語が最も多く、次いで中国語、

ベトナム語となっていた。こうした多言語対応は、情報の内容を正確に伝えることができるた

め、引き続き取り組む必要があると考える。 

しかしながら、本市には 110 を超える国と地域の出身者が居住しており、外国人市民全ての

母語に対応した情報提供は困難である。やさしい日本語は、母語による情報提供を受けること

ができない外国人市民に対しても有効な情報伝達手段となるため、やさしい日本語を活用した

情報提供をより一層推進していただきたい。 

他の自治体では、やさしい日本語に自動変換する機能をウエブサイトに導入している例があ

る。効率的な情報提供が行えるよう、このようなシステムの導入についても、検討していただ

きたい。 

 

２ 情報提供時の工夫について 

  情報提供時の工夫は、複数の事業において確認できた。イラストや図、二次元コードなどの

使用は、文字だけで作成した情報よりも内容を効果的に伝えることができるため、これらを積

極的に活用していただきたい。 

情報の内容やページ数の制約により、そのような対応が困難なものもあると考えられるが、

各所属の職員においては、受け手である外国人市民に分かりやすく伝えることを意識した情報

の作成に取り組んでいただきたい。 

市民生活課においては、職員が効果的な情報提供を行うための知識を習得できるよう、研修

の場や全庁共有フォルダを利用し、事例を共有できる体制の構築に努めていただきたい。 

 

３ 情報の配布及び周知について 

  多言語化した情報は、庁内や市有施設、関係機関などに配布され、情報の内容に合わせた配

布先が選定されていた。 

Web 媒体における周知は、市の公式ホームページを活用することが基本となるが、多言語ホ

ームページは、情報が一元的に提供されているため、外国人市民が情報を入手するための主要

な手段になっているものと思われる。広く周知が必要な情報については、各所属と市民生活課

が連携し、引き続き多言語ホームページの充実に努めていただきたい。 

各所属の職員においては、外国人市民に情報を届けるための目的や手段を意識した情報提供

に取り組んでいただきたい。 
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４ 外国人市民等の要望の把握について 

  今回の調査結果によると、外国人市民等からの要望を把握していたのは、７所属であった。

外国人市民の目線に立った行政サービスを提供するためには、意見を聴取し要望を継続的に把

握することが重要である。 

また、要望を把握しているものについては、その内容を分析し、業務へ反映することができ

ないか、検討することが求められる。各所属の職員においては、要望の内容を的確に把握し、

行政サービスの向上に努めていただきたい。 

なお、本市には、外国人市民向けの相談窓口として、コミュニケーションコーナーが設置さ

れている。コミュニケーションコーナーは、土日も開設され、多言語による各種相談に応じて

いる。同窓口に寄せられた要望や意見については、市民生活課において情報を収集し、各関係

課と共有するなど、引き続き外国人市民等からの要望の把握に努めていただきたい。 

 

５ 多言語表記によるサインの整備状況について  

多言語表記によるサインの整備状況ついて調査したところ、整備が行われていた施設が確認

できた一方で、未整備の施設が見受けられた。 

市は、令和３年(2021 年)３月に、外国人市民や外国人旅行者が円滑に移動できることを目的

として、「東広島市サイン等多言語表記ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を策

定した。ガイドラインによると、外国人市民を対象とした多言語表記が望まれる施設として、

公共施設や指定避難所が例示されている。 

多言語表記に対応していない施設の所管課においては、外国人の利用状況などを踏まえ、ガ

イドラインに示されたサインの整備について、検討していただきたい。 

 

６ むすび 

  今回の監査を実施した範囲において、本市の外国人に対する情報提供については、生活情報

の発信や多言語ホームページの充実など、おおむね適切に取り組まれているものと認められた。

今後も外国人市民の増加やニーズの多様化が見込まれる中、情報提供の充実がより一層求めら

れる。外国人市民が必要とする情報が確実に届くよう、全庁的な取組を期待する。 

多文化共生の推進に当たっては、情報提供の充実に加えて、異文化理解の促進、外国人市民

が地域の活動に参加できるような環境の整備も重要となる。日本人市民と外国人市民が文化や

習慣の違いを認識し、相互理解を深めることができる機会の創出に、引き続き努めていただき

たい。 

本市では、多文化共生社会の実現に向けた取組を実行するため、「第 3 次東広島市国際化推

進プラン」を策定しているが、令和 7 年度の改定に向け、現在、作業が進められているところ

である。多様な文化を尊重し、全市民が地域で共に活躍できるよう、各種施策に取り組まれる

ことを要望する。 
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番号 部局名 課名 名称 概要 使用言語 使用媒体

1 危機管理課 避難情報 避難情報及び避難所開設情報の提供
英語、中国語、ベトナム
語、ポルトガル語、、や
さしい日本語

市⺠ポータルサ
イト（防災情報
配信）

2 危機管理課 防災メール 防災気象情報の配信
英語、中国語、ベトナム
語、ポルトガル語、韓国
語、スペイン語

防災メール

3 危機管理課 避難所体験（防災キャンプ） 避難所体験イベントの案内 英語、やさしい日本語 印刷物

4 危機管理課 東広島市ハザードマップ ハザードマップ
英語、中国語、ベトナム
語、ポルトガル語、韓国
語、スペイン語

ホームページ

5 DX推進監 市⺠ポータルサイト
市⺠ポータルサイトの各種ページにお
ける自動翻訳

英語、中国語、ベトナム
語、ポルトガル語

ウェブページ
（市⺠ポータル
サイト）

6 DX推進監 市⺠ポータルサイト登録案内 市⺠ポータルサイトの登録⽅法の案内
英語、中国語、ベトナム
語、ポルトガル語

印刷物

7 広報戦略監
市制施行50周年記念ショートフィ
ルム「東広島市50年の夢」

東広島市の過去を振り返りつつ明るい
未来を予感させる映像作品

英語 YouTube

8 広報戦略監
市制施行50周年記念ショートフィ
ルム「東広島市50年の夢」30秒版

東広島市の過去を振り返りつつ明るい
未来を予感させる映像作品

英語 YouTube

9 広報戦略監
PR動画「【観光】東広島市を旅す
る〜歴史と自然の彩り〜」

観光、食、歴史、文化、自然など東広
島市の魅力をまとめたPR動画

英語 YouTube

10 広報戦略監
PR動画「【観光】東広島市を旅す
る〜歴史と自然の彩り〜」30秒版

観光、食、歴史、文化、自然など東広
島市の魅力をまとめたPR動画

英語 YouTube

11 広報戦略監
PR動画「【暮らし】東広島市に暮
らしたい〜⼈と⼈が繋がるまち
〜」

東広島市へ移住した⼈が東広島での暮
らしを紹介

英語 YouTube

12 広報戦略監
PR動画「【暮らし】東広島市に暮
らしたい〜⼈と⼈が繋がるまち
〜」30秒版

東広島市へ移住した⼈が東広島での暮
らしを紹介

英語 YouTube

13 広報戦略監
PR動画「【市の特⻑】50年の歴
史、その先へ〜やさしい未来都市
東広島の実現〜」

東広島市の特⻑をまとめたPR動画 英語 YouTube

14 広報戦略監
PR動画「【市の特⻑】50年の歴
史、その先へ〜やさしい未来都市
東広島の実現〜」30秒版

東広島市の特⻑をまとめたPR動画 英語 YouTube

15 広報戦略監 電子ウェブブックシステム
広報紙の外国語自動翻訳（文節ごとに
ポップアップ表示）

英語、中国語（簡体字、
繁体字）、ベトナム語、
ポルトガル語、韓国語、
スペイン語、インドネシ
ア語、タイ語

カタログポケッ
ト

16 市⺠税課 個⼈住⺠税の納税通知書の⾒⽅ 個⼈住⺠税の納税通知書の⾒⽅ 英語、中国語 ホームページ

17 市⺠税課 個⼈住⺠税申告書 個⼈住⺠税の申告書について
英語、中国語、ベトナム
語

ホームページ

18 市⺠税課 軽自動車税（種別割について） 軽自動車税種別割について 英語、中国語 ホームページ

19 市⺠税課
令和６年度軽自動車税（種別割）
の税率

軽自動税（種別割）の税率について 英語、中国語 印刷物

情報提供一覧

資料

総務部

財務部
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番号 部局名 課名 名称 概要 使用言語 使用媒体

20 資産税課 家屋を新築・増改築された⽅へ
新築住宅に係る固定資産税に関する案
内

英語、中国語
印刷物、ホーム
ページ

21 収納課 催告書 納税の催告 英語、中国語 印刷物

22 収納課 休日・夜間納税相談のお知らせ 納税相談の案内 英語、中国語 印刷物

23 収納課 口座振替推進リーフレット 口座振替の周知 英語、中国語 印刷物

24 収納課 納税証明交付請求書 納税証明交付請求書 英語、中国語
印刷物、ホーム
ページ

25 市⺠⽣活課 サービス全⼾通知
3か月ごとに東広島市に転入した外国
⼈市⺠に向けた情報提供

英語、中国語、ベトナム
語、ポルトガル語

印刷物

26 市⺠⽣活課
多言語ホームページ（ひがしひろ
しましのくらし）

市HPの情報を多言語化し外国⼈市⺠
に提供

英語、中国語、ベトナム
語、やさしい日本語を基
本とする計11言語

多言語ホーム
ページ

27 市⺠⽣活課 オリエンテーションセット
東広島市新規転入者の外国⼈市⺠に向
けた情報提供

英語、中国語、ベトナム
語、やさしい日本語

印刷物

28 市⺠⽣活課
国際フェスタ運営ボランティアス
タッフ募集チラシ

国際フェスタ運営スタッフの募集を行
うための情報提供

英語 印刷物

29 市⺠⽣活課
国際フェスタ出店・出展・出演者
募集チラシ

国際フェスタ出店・出展・出演者を募
集するための情報提供

英語 印刷物

30 市⺠⽣活課 国際フェスタの進捗状況更新 国際フェスタ部会の進捗状況を掲載 英語 Instagram

31 市⺠課 マイナンバーカードのご案内
マイナンバーカードを受け取られた⽅
へのご案内

英語、中国語 印刷物

32 市⺠課
マイナンバーカードの受け取りの
ご案内

マイナンバーカードを受け取りに来ら
れる⽅へのご案内

英語、中国語、ベトナム
語、ポルトガル語

印刷物

33 市⺠課 転出される⽅へ 東広島市を転出される⽅へのご案内
英語、中国語、ベトナム
語、ポルトガル語

印刷物

34 市⺠課 カード持参のお願い
住所異動後、マイナンバーカード・在
留カード・特別永住者証を所持してい
るが持参されなかった⽅へのご案内

英語、中国語、ベトナム
語、ポルトガル語

印刷物

35 市⺠課
日本国内でこどもが⽣まれた時の
手続き一覧

日本国内でこどもが⽣まれた時の手続
き一覧

英語、中国語、ベトナム
語

印刷物

36 廃棄物対策課 家庭ごみ収集日程表（全地区） 家庭ごみ収集日程の案内
英語、中国語、ベトナム
語、ポルトガル語、イン
ドネシア語、タガログ語

印刷物、ホーム
ページ

37 廃棄物対策課 東広島市 家庭ごみの出し⽅ 家庭ごみの出し⽅の案内
英語、中国語、ベトナム
語、ポルトガル語、イン
ドネシア語、タガログ語

印刷物、ホーム
ページ

38 廃棄物対策課
事業系ごみ指定袋使用のアパー
ト・マンション入居者の皆さまへ
家庭から出るごみの出し⽅

家庭から出るごみのうち、アパート・
マンション入居者で事業系ごみ指定袋
を使用する⽅へのごみの出し⽅の案内

英語、中国語、ベトナム
語

印刷物、ホーム
ページ

39 廃棄物対策課
ごみ指定袋交付申請書兼受領書
（兼同意書）

乳幼児等へのごみ指定袋交付申請書類 英語、中国語 印刷物

40 廃棄物対策課 乳幼児おむつ用指定袋配布案内
子どもが⽣まれた際に交付するごみ指
定袋の申請についての案内

英語 印刷物

41 医療保健課 予防接種予診票 英語版・中国語版の予診票 英語、中国語 印刷物

42 医療保健課 HPV予防接種の説明文書 HPVワクチンの受け⽅についての説明
英語、中国語、ベトナム
語、やさしい日本語

印刷物

⽣活環境部

財務部

健康福祉部
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番号 部局名 課名 名称 概要 使用言語 使用媒体

43 医療保健課 元気すこやか健診の手引き 元気すこやか健診の手引き
英語、中国語、ベトナム
語

印刷物

44 医療保健課 元気すこやか健診 受診票 元気すこやか健診 受診票
英語、中国語、ベトナム
語

印刷物

45 医療保健課 初期救急当番医 HPの救急当番医ページを毎月更新 英語 ホームページ

46 国保年金課 国⺠健康保険制度 国⺠健康保険制度概要の説明文書

英語、中国語、ベトナム
語、ポルトガル語、
ネパール語、アラビア
語、やさしい日本語

印刷物

47 国保年金課 国⺠年金制度について 年金制度の説明 英語、中国語 印刷物

48 こども家庭課 児童手当制度（改正前） 児童手当制度の案内 英語、中国語 印刷物

49 こども家庭課 児童手当制度（改正後） 児童手当制度の案内
英語、中国語、ベトナム
語

印刷物

50 こども家庭課 R6児童手当制度改正 R6児童手当制度改正の案内
英語、中国語、ベトナム
語

印刷物

51 こども家庭課 こども医療制度概要 こども医療制度の案内
英語、中国語、ベトナム
語

印刷物、ホーム
ページ

52 こども家庭課
こども医療費受給資格申請に係る
不備書類の提出について

こども医療申請の不備の案内 英語 印刷物

53 こども家庭課 ⺟子健康手帳の交付 妊娠届出書・WEB問診の案内
英語、中国語、ベトナム
語

印刷物、ホーム
ページ

54 保育課 保育施設利用申込案内 保育所入所に関するご案内 英語 印刷物

55 産業振興課
東広島イノベーションラボ ミラ
イノ+案内パンフレット

施設紹介 英語 印刷物

56 産業振興課
Design thinking workshop in
English チラシ

イベントの案内 英語 印刷物

57 ブランド推進課
安芸の國 酒の都 東広島（16項
版）

東広島市全域の観光パンフレット 英語
印刷物、ホーム
ページ

58 ブランド推進課
安芸の國 酒の都 東広島（概要
版）

東広島市全域の観光パンフレット
英語、中国語（簡体字、
繁体字）、韓国語、フラ
ンス語

印刷物、ホーム
ページ

59 住宅課 申込みのしおり（募集案内） 市営住宅の募集案内 英語、中国語
印刷物、ホーム
ページ

60 住宅課 市営住宅入居者への注意文書 市営住宅入居者への注意文書 英語、中国語 印刷物

61 住宅課
自動車保管場所使用承認証明(車庫
証明用）申請書の資料

市営住宅入居者への自動車保管場所使
用承認証明(車庫証明用）申請の案内

英語、中国語 印刷物

62 住宅課 公開抽選の手順 市営住宅公開抽選会の抽選の手順 英語、中国語 印刷物

63 住宅課 市営住宅の自治会規約 市営住宅入居者の自治会規約 英語、中国語 印刷物

64 消防局 指令課
119番通報等における電話通訳体制
の運用について

119番通報時等の電話同時通訳サービ
スについての案内

英語、中国語、ポルトガ
ル語、韓国語、スペイン
語

ホームページ

65 学事課 小中学校加入同意書
スポーツ振興センター災害共済給付へ
の加入の同意書

英語、中国語、ポルトガ
ル語

印刷物

66 学事課 就学時健康診断票
令和７年度に入学する児童の就学時健
康診断の問診票

英語、中国語、やさしい
日本語

印刷物

こども未来部

健康福祉部

学校教育部

産業部

都市部
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番号 部局名 課名 名称 概要 使用言語 使用媒体

67 学事課
学校給食の申込みに係る書類の提
出について（依頼）

令和６（令和５年度実施）・７年度
（令和６年度実施予定）に入学する児
童向けの学校給食の申込案内

英語、中国語、ベトナム
語、やさしい日本語

印刷物

68 学事課 耳鼻科検診結果のお知らせ
小・中学校で実施する耳鼻科検診の結
果を保護者へ通知するもの

英語、中国語、ポルトガ
ル語

印刷物

69 学事課
新１年学校における食物アレル
ギー対応について

令和７年度に入学する児童への食物ア
レルギーの対応に関する通知文

英語、中国語 印刷物

70 学事課 食物アレルギー意向調査票
学校給食での食物アレルギー対応が必
要かを確認する調査票

英語、中国語 印刷物

71 学事課
（表面）学校⽣活管理指導表/（裏
面）食物アレルギー原因食材の状
況確認票

学校⽣活において、管理指導が必要な
食物アレルギーについて、医師の診断
を記載するもの

英語、中国語 印刷物

72 学事課 東広島市の学校給食費について
令和６年度（令和５年度実施）に入学
する児童向けの学校給食の申込案内

英語、中国語、ベトナム
語、やさしい日本語

印刷物、ホーム
ページ

73 学事課
外国につながるこどもと保護者の
ための東広島市立小学校・中学校
ガイドブック

外国⼈の児童⽣徒が東広島市立小・中
学校に入学する際の案内

英語、中国語、ポルトガ
ル語、やさしい日本語
※カタログポケットで他
言語の閲覧可能

印刷物、ホーム
ページ、カタロ
グポケット

74 学事課 入学申請書
新年度小学校1年⽣になる外国籍の子
どもの入学申請書

英語、中国語、ポルトガ
ル語

印刷物

75 学事課
就学援助（新入学学用品費）の入
学前支給について

令和６・７年度就学援助（新入学学用
品費）の入学前支給の案内

英語、中国語、ポルトガ
ル語

印刷物、ホーム
ページ

76 学事課 就学援助制度について 令和５・６年度就学援助制度の案内
英語、中国語、ポルトガ
ル語

印刷物、ホーム
ページ

77 学事課 結核検診問診票、追加質問票
小・中学校で実施する結核検診の問診
票及び追加質問票

英語、中国語、ポルトガ
ル語

印刷物

78 学事課 心臓健診結果通知書
小・中学校で実施する心臓健診の結果
を通知するもの

英語、中国語、ポルトガ
ル語

印刷物

79 学事課 眼科健診結果のお知らせ
小・中学校で実施する眼科健診の結果
を通知するもの

英語、中国語、ポルトガ
ル語

印刷物

80 学事課 色覚検査の結果について
小・中学校で実施する色覚検査の結果
を通知するもの

英語、中国語、ポルトガ
ル語

印刷物

81 学事課 結核検診精密検査結果報告
小・中学校で実施する結核検診精密検
査の結果を通知するもの

英語、中国語、ポルトガ
ル語

印刷物

82 指導課
日本語初期指導教室の開設につい
て

日本語初期指導教室案内と申込書 英語 印刷物

83 指導課 気象警報が出た時の対応 日本語初期指導教室休講のお知らせ 英語 印刷物

84 文化課 史跡 三ツ城古墳 三ツ城古墳の概要（リーフレット） 英語
印刷物、ホーム
ページ

85 ⻘少年育成課 いきいきこどもクラブ募集要項 いきいきこどもクラブの入会案内 英語 印刷物

86 ⻘少年育成課
アレルギーがある児童へのおやつ
持参依頼文

左記内容を保護者に周知するもの 英語 印刷物

87 ⻘少年育成課 緊急時のクラブの対応について 左記内容を保護者に周知するもの 英語、中国語 印刷物

88 ⻘少年育成課
途中退室及び再入室に係る対応一
覧

左記内容を保護者に周知するもの 英語、中国語 印刷物

学校教育部

⽣涯学習部
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89 ⻘少年育成課 児童帰宅⽅法カード
左記内容をを保護者とクラブ間で共有
するもの

英語 印刷物

90 ⻘少年育成課 冬季は下校時間を早める通知 左記内容を保護者に周知するもの 英語 印刷物

91 ⻘少年育成課 入会決定通知書 左記内容を保護者に通知するもの 英語 印刷物

※各所属の情報は、多言語ホームページ（番号26）にも掲載されている場合がある。
※ホームページ：市公式ホームページのうち、各所属のページに掲載したもの。

⽣涯学習部
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